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20 歳に
なったら 国 民 年 金

■問い合わせ　市民福祉課☎ 64・6018

■問い合わせ　高齢・障がい者元気支援課☎ 64・6012

　日本国内に住所がある 20 歳以上 60
歳未満の人は国民年金に加入する義務
があります。年金は、やがて訪れる長い
老後や、生活の安定を損なう〝万が一〟
の事態に備えて、保険料を出し合い、
お互いを支え合う制度です。
　20 歳になったら、忘れずに国民年金
に加入しましょう。

　市が進める「声の広報おばま」の収録が始まりまし
た。事業の協力団体の一つ「若狭東高校放送部」では、
3 年生の﨑

さ き や ま

山智
と も な

菜さんと 2 年生の木
き む ら

村綾
あ や か

花さんがア
ナウンスを担当して、11 月に収録を行いました。

１

２

３

４

５

加入の手続きは？

20 歳の誕生月の前月に、「国民年金被保険者
資格取得届」が送られてきます。必要事項に、

記入・押印のうえ、市民福祉課 2 番窓口（市役
所 1 階）に提出してください。
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保険料はいくら？　支払う方法は？

国民年金保険料は、月額 16,490 円（平成 29
年度）です。
支払いは、現金払い（納付書）のほか、口座振替

で支払うこともできます。
口座振替は、現金払い（納付書）に比べて割引
率が高くなるためお得です。

保険料の支払いが難しい場合は？

20 歳になり、所得が少なく保険料を納めるこ
とが困難な人は、納付猶予制度や学生納付特
例制度などの保険料免除制度を利用すること
ができます。手続きは、市民福祉課 2 番窓口か

年金事務所で行ってください。
※学生納付特例制度の申請には、在学証明書の
　原本または学生証の両面の写し（在学予定期
　間が記載されているもの）が必要です。

特例・猶予期間の年金はどうなるの？

特例・猶予制度を受けた期間は、本来 10 年以
上必要である保険料支払い期間（受給資格期
間）に含まれますが、将来もらう年金額の計
算には含まれません。
その期間分の年金を将来もらうには、追納制
度を利用して、後から保険料を支払うことに
なります。

◆追納制度とは…
特例・猶予期間の保険料は、10 年以内であれば、
古い期間から順に納付できます。
追納する保険料額は、特例・猶予などの承認を
受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以
降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額
が上乗せされます。

加入の手続きをしなかったり、保険料が未納になったりすると…？

ケガや病気などで障がいが残った場合、受給
できるはずの障害年金がもらえなかったり、
受給資格期間が足りないため老後に年金がも
らえなかったりする問題が発生します。

20 歳になった時だけではなく、仕事をやめた
場合や、配偶者の扶養から外れた場合なども、
忘れずに国民年金への加入手続きを行ってくだ
さい。

た だ い ま


